
秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改

正する規則をここに交付する。  

 

 令和６年１２月２日 

 

    秋田県後期高齢者医療広域連合長   穂 積  志 

 

秋田県後期高齢者医療連合規則第４号 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の

一部を改正する規則  

秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則（平成 20年

秋田県後期高齢者医療広域連合規則第２号）の一部を次のように改正する。  

 

第５条の見出し中「被保険者証の返還」を「特別療養費の支給」に改め、

同条中「後期高齢者医療被保険者資格証明書の交付」を「法第 82条に規定

する特別療養費の支給」に改め、同条の次に次の１条を加える。  

（資格確認書の交付申請）  

第５条の２ 省令第16条第１項の規定による資格確認書（様式第 51号）の

交付申請書の様式は、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併

記申請書（様式第 52号）のとおりとする。  

２ 広域連合長は、前項の申請書を受理し審査を行った結果、資格確認書

を交付すべき場合に該当しないと認めるときは、後期高齢者医療資格確

認書交付申請却下通知書（様式第 53号）により当該被保険者に対し通知

するものとする。 

第６条の見出し中「被保険者証」を「資格確認書」に改め、同条第１項

中「第19条第１項」を「第17条第１項」に、「被保険者証」を「資格確認

書」に改め、同条第２項を削る。  

第７条の見出し中「被保険者証等」を「資格確認書」に改め、同条第１



項中「第20条第１項」を「第18条第１項」に、「後期高齢者医療被保険者

証（様式第６号）の更新及び省令第 21条の規定による後期高齢者医療被保

険者資格証明書（様式第７号）」を「資格確認書」に改め、同条第２項を

削り、同条の次に次の４条を加える。  

（資格確認書の有効期限）  

第７条の２ 省令第16条第２項の規定による有効期限は、１年を超えない

期間で到来する更新月の前月末日までとする。  

２ 広域連合長は、必要と認めるときは、資格確認書の有効期間を延長し、

又は繰り上げて更新することができる。この場合において、資格確認書

の有効期限は、当該資格確認書に記載した期限とする。  

（資格情報通知書による通知）  

第７条の３ 省令第20条第１項及び第２項の規定による通知は、後期高齢

者医療資格情報のお知らせ（様式第 54号）の交付により行う。  

（資格情報通知書の再交付申請）  

第７条の４ 省令第21条第１項の規定による資格情報通知書の再交付申請

書の様式は、後期高齢者医療再交付申請書のとおりとする。  

（資格情報通知書の更新）  

第７条の５ 資格情報通知書の更新は、原則として１年ごとに行い、更新

時期は８月１日とする。  

２ 広域連合長は、必要と認めるときは、資格情報通知書の有効期間を延

長し、又は繰り上げて更新することができる。この場合において、資格

情報通知書の有効期限は、当該資格情報通知書に記載した期限とする。  

第17条の見出し中「限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請等」

を「認定に係る情報を記載した資格確認書」に改め、同条第１項を次のよ

うに改める。  

第５条の２、第６条、第７条及び第７条の２の規定は、省令第 66条の

２第２項及び省令第 67条第２項に規定する資格確認書について準用する。  

第17条第２項を削り、同条の次に次の１条を加える。  

（長期入院該当適用申請等）  



第17条の２ 省令第67条第１項及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額

及び生活療養標準負担額（平成 19年厚生労働省告示第 395号）の１の表

に規定する入院日数届書は、後期高齢者医療入院日数届書兼長期入院該

当適用申請書（様式第 24号）とする。  

２ 広域連合長は、前項の申請を受理し審査を行った結果、省令第 35条第

１号に該当し、かつ、申請書を提出した月以前の 12ヶ月以内の入院日数

が90日を超えるものと認める被保険者（以下「長期入院該当適用被保険

者」という。）であって、資格確認書の交付を受けようとする者には、

当該認定に係る情報を記載した資格確認書を交付するものとする。  

３ 第５条の２第１項、第６条、第７条及び第７条の２の規定は、前項に

規定する資格確認書について準用する。  

４ 広域連合長は、第１項の申請を受理し審査を行った結果、長期入院該

当適用被保険者に該当しないと認めるときは、後期高齢者医療長期入院

該当適用申請却下通知書（様式第 26号）により当該被保険者に対し通知

するものとする。  

第19条の見出し中「等」を削り、同条第１項中「、第 66条の２第６項及

び第67条第６項」及び「及び認定証」を削り、同条第２項を削る。  

第27条及び第 28条を次のように改める。  

第27条 （削除）  

第28条 （削除）  

様式第５号を次のように改める。  

  



様式第５号（第６条、第７条の４、第 19条関係）  

 

様式第６号（削除）  

様式第７号（削除）  

様式第24号を次のように改める。  

  



様式第24号（第17の２条関係）  

 

様式第25号（削除）  



様式第26号を次のように改める。  

様式第26号（第17条の２関係）  

pp 



様式第27号（削除）  

様式第38号（削除）  

様式第47号（削除）  

様式第48号（削除）  

様式第49号（削除）  

様式第50号（削除）  

様式第50号の次に次の４様式を加える。  

様式第51号（第５条の２関係）  



 

様式第52号（第５条の２関係）  



 

  



様式第53号（第５条の２関係）  

 

  



様式第54号（第７条の３関係）  

 

附 則 



（施行期日）  

１ この規則は、令和６年 12月２日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行の際、改正前の秋田県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する規則の規定に基づき作成された被保険者証、限度額適

用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び資格証明書は、その

有効期限を経過するまでは、使用できるものとする。また、これらの文

書はこの規則の施行日以後再交付は行わないが、限度額適用・標準負担

額減額認定証及び限度額適用認定証の再交付については、有効な被保険

者証があり、再交付対象の証が有効な期間に限り再交付を行うことがで

きるものとする。  

３ この規則の施行以後令和７年７月 31日までの間、資格情報通知書の交

付に代えて資格確認書を交付する。  

 


